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事業の必要性、執行の観点からの評価としては、概ね妥当であるが、引き続き効率的な執行に努めること。

総事業費(執行ベース) － － 0.08

補
　
記

－ － 0.08  

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

・健康保険分、船員保険分ともに、評価委員のうち、学識経験者（公認会計士2名）に対して諸謝金を支出

見直しの
余地

・全国健康保険協会の業績評価については、平成22年度において初めての実施を予定（協会設立後、初めての通年の
業績が平成21年度分のため）
・資産評価については、健康保険分及び船員保険分ともに実施済みのため、平成22年度以降は計上せず
・21年度については、資産評価委員会のみの開催となり、業績評価委員会は開催できなかったため低い執行率となっ
た。
・23年度概算要求については、業績評価委員会開催にかかる必要額を要求するものである。

23年度要求

予算額(補正後） － － 0.95 0.30 0.30

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

・健康保険法第7条の30の規定に基づき、全国健康保険協会の行う健康保険事業等の事業年度ごとの業績について評
価を行うもの
・健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第3項の規定に基づき、協会が承継する国の
有する権利に係る資産(健康保険分)の価額を評価するもの
・雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第29条第3項の規定に基づき、協会が承継する国の
有する権利に係る資産(船員保険分)の価額を評価するもの

実施状況

・21年度については、健康保険分及び船員保険分の資産評価委員会をそれぞれ開催（21年4月、22年3月）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

執行率 － － 8.4%

執行額

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

・健康保険法第7条の30の規定に基づき、全国健康保険協会の行う健康保険事業等の事業年度ごとの業績について評
価を行うもの
・健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第3項の規定に基づき、協会が承継する国の
有する権利に係る資産(健康保険分)の価額を評価するもの
・雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第29条第3項の規定に基づき、協会が承継する国の
有する権利に係る資産(船員保険分)の価額を評価するもの

担当部局庁 保険局 担当課室 保険課 吉田　学

会計区分 一般会計 上位政策 医療保険制度の推進に必要な経費

事業番号 281

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(　厚生労働省　)

予算事業名 全国健康保険協会業績評価関係経費
事業開始
年度

平成21年度 作成責任者

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

健康保険法第7条の30、健康保険法等の一部を
改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18
条第3項、雇用保険法等の一部を改正する法律
(平成19年法律第30号)附則第29条第3項

関係する計
画、通知等

全国健康保険協会資産評価委員会の開催について
（平成21年4月15日保発第0415001号）
全国健康保険協会資産評価委員会の開催について
（平成22年3月18日保発0318第4号）



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

厚生労働省

学識経験者(公認会計士)

0.08百万円（平成21年度執行額）

（ 諸謝金 ）

厚生労働省

学識経験者(公認会計士)

0.08百万円（平成21年度執行額）

（ 諸謝金 ）



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者につ
いて記載する。
使途と費目の
双方で実情が
分かるように記

載）

A. E.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）


